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◎本閲覧における問合せについては担当係までお願いします。

　本業務委託の設計においては，令和８年3月から適用
する電気通信関係技術者単価等を採用しています。
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閲　覧　設　計　書

防災電話交換システム等保守点検

県庁　外１８箇所

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで



設　　計　　書

防災電話交換システム等保守点検

令和８年度

鹿　児　島　県



項　　　　目 仕様 数量 単位 計 備考

防災電話交換機 1 式 ①（内訳書1／2）

旅　　費 1 式 ②（内訳書2／2）

直　　接　　費 1 式 ①+②

諸　　経　　費 1 式 直接費×55.1%以内

点検業務価格 1 式 直接費＋諸経費

消費税相当額 10% 1 式

点検業務費 1 式

防災電話交換システム等保守点検



計
（小数点以下切り捨て）

防災電話交換機

県庁

　保守員庁舎勤務 点検技術者 1 人 1 人工 52

　防災電話機

ＩＰ電話機(外観，機能） 点検技術者 0.025 人 3 台 1

点検技術員 0.025 人 3 台 1

アナログ電話機 点検技術者 0.025 人 31 台 1

点検技術員 0.025 人 31 台 1

PHS電話機 点検技術者 0.025 人 60 台 1

点検技術員 0.025 人 60 台 1

　基地局（PHS)

機能・精密 点検技術者 0.025 人 22 台 1

点検技術員 0.025 人 22 台 1

　防災電話交換機（ＣＳ６０Ｄ２）

　　フィルタ確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1

点検技術員 0.075 人 1 式 1

　　配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1

点検技術員 0.075 人 1 式 1

　　配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1

点検技術員 0.075 人 1 式 1

　　局データ管理 点検技術者 0.025 人 1 式 1

点検技術員 0.025 人 1 式 1

　　保守コンソール確認 点検技術者 1.05 人 1 式 1

点検技術員 1.05 人 1 式 1

　　自公接続，公自接続の確認 点検技術者 0.125 人 1 式 1

点検技術員 0.125 人 1 式 1

　　機器本体の清掃等 点検技術者 0.025 人 1 式 1

点検技術員 0.025 人 1 式 1

　統制台 点検技術者 0.8625 人 1 式 1

点検技術員 0.8625 人 1 式 1

　消防防災回線一斉受令端末 点検技術者 0.25 人 1 式 1

点検技術員 0.25 人 1 式 1

大島支庁

　防災電話機

ＩＰ電話機(外観，機能） 点検技術者 0.025 人 2 台 1

点検技術員 0.025 人 2 台 1

アナログ電話機 点検技術者 0.025 人 9 台 1

点検技術員 0.025 人 9 台 1

　防災電話交換機（ＣＳ４０Ｄ２）

　　フィルタ確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1

点検技術員 0.075 人 1 式 1

　　配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1

点検技術員 0.075 人 1 式 1

　　配線盤確認 点検技術者 0.075 人 1 式 1

点検技術員 0.075 人 1 式 1

　　局データ管理 点検技術者 0.025 人 1 式 1

点検技術員 0.025 人 1 式 1

　　保守コンソール確認 点検技術者 1.05 人 1 式 1

点検技術員 1.05 人 1 式 1

　　自公接続，公自接続の確認 点検技術者 0.125 人 1 式 1

点検技術員 0.125 人 1 式 1

　　機器本体の清掃等 点検技術者 0.025 人 1 式 1

点検技術員 0.025 人 1 式 1

メーカーサポート 電話交換設備 1 月 6 F01５

VOIP-GW(各機関)遠隔動作点検 点検技術者 0.6126 人 30 台 1

点検技術員 0.6126 人 30 台 1

IP電話(各機関）遠隔動作点検 点検技術者 0.025 人 27 台 1

点検技術員 0.025 人 27 台 1

図書類・予備品の確認 点検技術者 0.25 人 1 式 1

点検技術員 0.25 人 1 式 1

合計

単価 備考

防災電話交換システム等保守点検（内訳書1/2）

項　　　　目 仕様 歩掛かり 単位 数量 単位  回数



項　　　　目
人数

［人日］
旅費単価
［円］

計 単価表

旅費（本土）

県出先機関

鹿児島地域振局 1.00 F001

南薩地域振興局 1.00 F002

北薩地域振興局 1.00 F003

姶良・伊佐地域振興局 1.00 F004

大隅地域振興局 1.00 F005

伊佐駐在 1.00 F006

出水駐在 1.00 F007

日置駐在 1.00 F008

指宿駐在 1.00 F009

曽於駐在 1.00 F010

旅費（離島）

　甑島支所 1.00 F011

１泊２日

屋久島事務所，熊毛支庁 5.00 F012

大島支庁，瀬戸内事務所，喜界事務所 4.00 F013

２泊３日

徳之島事務所，沖永良部事務所 1.00 F014

合計

防災電話交換システム等保守点検（内訳書2／2）



No. 単価［円］

F001 旅費 鹿児島地域振局 １日 511

F002 旅費 南薩地域振興局 １日 2,524

F003 旅費 北薩地域振興局 １日 3,778

F004 旅費 姶良・伊佐地域振興局 １日 2,029

F005 旅費 大隅地域振興局 １日 6,781

F006 旅費 伊佐駐在 １日 5,362

F007 旅費 出水駐在 １日 5,263

F008 旅費 日置駐在 １日 1,567

F009 旅費 指宿駐在 １日 2,953

F010 旅費 曽於駐在 １日 5,230

F011 旅費 　甑島支所 １日 11,281

F012 旅費 屋久島事務所，熊毛支庁 １泊２日 38,636

F013 旅費 大島支庁，瀬戸内事務所，喜界事務所 １泊２日 82,472

F014 旅費 徳之島事務所，沖永良部事務所 ２泊３日 100,415

F01５ １月 243,600

採用単価一覧

項　　　　目

メーカーサポート



 

委託業務共通仕様書 

 

（総  則）  

１ この委託業務（設備管理）共通仕様書（以下「仕様書」という。）は，委託者（以

下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に対して，その具体的な仕様を

示すものである。 

 

（計画及び工程） 

２ 乙は契約後，速やかに工程・作業方法等について担当職員と十分に協議を行い，点 

検方法，工程・時期，作業員名簿，その他特記仕様書（以下「特記」という。）に示

す 内容を記載した委託業務計画書を提出すること。 

  また，点検実施日については，甲乙協議の上決定し，原則として担当職員の立ち会 

いのもとに業務を遂行すること。ただし，担当職員が必要と認められない場合はこの 

限りでない。 

 

（各種届出） 

３ 官公署及び関係機関等への届出・諸手続等については，全て乙が行うものとする。 

 

（法令遵守） 

４ 乙は本業務にあたり関係法令等を遵守しなければならない。 

 

（安全管理） 

５ 乙は労働安全衛生法を遵守し，作業の安全及び事故の防止等に努めること。 

 

（現場の清掃） 

６ 乙は保守点検現場について，常に整理整頓に心がけ点検作業終了時には清掃を行う 

ものとする。 

 

（委託に係る責任） 

７ 乙の業務員がこの契約に基づいて行う業務上の行為は，すべて乙の責任とする。 

  また，業務上の傷病若しくは死亡した場合も同様とする。 

 

（異常時の処理） 

８ 乙は点検作業中に異常を認めた場合は，直ちに担当職員に連絡し，必要ある場合は 

応急処置，並びに原因調査等を実施すること。 

 

（保守員の派遣） 

９ 乙は緊急に復旧及び点検を要する場合は速やかに保守員を派遣するものとする。 

  また，派遣に要する経費は本業務の範囲内とする。 

  ただし，航空運賃等が発生する場合は，甲乙協議の上，甲が負担することができる。 

 

（報告及び終了届） 

10 乙は点検終了の都度，速やかに点検報告書及び特記に定められた写真等を提出する 

こと。 

  また，特記に定められた期間，または作業が終了したときは，遅延無く委託業務終 

了届を提出すること。 

 

 

 



（損傷復旧） 

11 乙は県の施設及び設備を損傷した場合は，直ちに担当職員に連絡するとともに速や 

かに原形復旧すること。 

 

（委託内容の疑義） 

12 委託の履行に伴い，その内容に疑義が生じた場合は，担当職員と協議し，双方の合 

意に基づき業務を行うこと。 

 

（産業廃棄物の処理） 

13 業務の実施に伴い発生した産業廃棄物の処理に係る経費は本業務の範囲内とする。 

  なお，産業廃棄物の処理については，「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基

づき適正に行うこと。 

 

（ISO14001 への協力） 

14 県が取得した ISO14001 の環境マネジメントシステムの要求事項である環境方針を

踏まえ「節電」，「節水」，「ごみの分別」等に協力し環境への負荷の低減に努める

こと。 



防災電話交換システム等保守点検特記仕様書 

 
（総  則） 

１ この特記仕様書は，災害対策課が所管する防災電話交換システム等（以下「防災電 
話設備」という。）の保守点検に適用する。 

 
（目  的） 
２ 電気通信事業法及び端末設備規則等の規定に基づき，日常の保守点検及び機器の監 

視並びに障害修理等を行い防災電話設備を適正に管理し，その機能を完全に維持する 
ほか，委託者（以下「甲」という。）関係機関及び西日本電信電話株式会社等が設置
する情報・通信設備との必要な連絡調整を行い，電気通信の円滑かつ効率的な運用を
図るものとする。 

 

（電話技術員）  
３ 受託者（以下「乙」という。）は，電気通信事業法に基づく工事担任者資格の総合

通信，第一級デジタル通信，旧工事担任者資格のＤＤ第１種，又は旧工事担任資格の
AI・DD 総合種のいずれかの資格を有し，デジタル電子交換機の保守経験が５年以上の
者１名を電話技術員として配置するものとする。 

  なお，電話技術員の異動を行う場合は，事前に承認を得なければならない。 

   
（勤務体制） 
４ 電話技術員は，県職員勤務日の午前 8 時 30 分から午後５時 15 分までは，下記に定

める日数により行政庁舎 17 階の無線機械室に駐在し，保守業務を行うものとする。 
  なお，乙は電話技術員が休暇等により駐在できない場合は，代理の電話技術員を派 

遣しなければならない。 
 (1) 保守技術員は週１回無線機械室に駐在し，保守業務を行うこと。 
  (2) トラフィック計測は，原則として毎月第３週に行うものとする。 
  
（委託業務計画書） 
５ 乙は契約締結後，速やかに保守計画及び電話技術員名簿並びに点検報告様式を記載 

した委託業務計画書を提出すること。 
  また，月末には翌月の出勤予定表を提出すること。 
 
（報告及び終了届） 
６ 電話技術員は，実施した保守管理業務の内容を作業報告書等に記録し，当日勤務終 

了後に担当職員に提出し，毎月の業務終了後には業務終了届を提出するものとする。 
 
（保守対象） 
７ 保守対象となる場所は別表(1)，対象となる機器等は別表(2)とし，保守点検項目は 

別表(3)のとおりとする。また，電話機及び構内配線に障害が生じた場合の修理及び改 
修のほか，軽微な移設も含むものとする。 

   ただし，別表(3)に明記されていない事項であっても，保守業務の性質上，当然必要 
と考えられるものは実施しなければならない。（連絡調整） 
なお，保守を実施するにあたり，別冊の防災電話交換システム概要を参考とすること。 

 

（異常時の処理) 
１ 点検を実施する場合には，事前に担当職員に連絡してから行うものとし，点検及び 

障害修理のため，機器等の機能を停止する必要がある場合は，事前に担当職員の承認 
を得なければならない。 

 

（勤務時間外対応） 
９ 乙は，勤務時間外及び休日に障害自動通報装置により故障発生の通知を受けた場合 



は，直ちに技術者を出勤させ，故障の状況を把握した後，担当職員に連絡し，故障の 
復旧を図らねばならない。 

  なお，故障原因が軽微で，直ちに復旧し，再発の恐れのない場合は，技術者の判断 
により，翌勤務日に担当職員に連絡して差し支えないものとする。 

 

（保守業務内容） 
10 保守点検の内容については，次によることとし，専門の技術者を従事させること。 
 (1) 防災電話設備等  
  ア 電話機，直通電話機及びファックス，パソコン通信端末機器用配線に障害が発 

  生した場合の修理，改修。 
  イ 電話引き出しコード立ち上げ位置不良及び絶縁不良の改修。ただし，主配線盤 

  から中間配線盤のケーブルは除く。 
   ウ 甲の関係機関及び西日本電信電話株式会社等の設置する情報・通信設備の回線 

  等に故障が発生した場合の連絡及び回線試験等の処置並びに新規加入，移転等に 
  係る連絡調整，回線接続，撤去等の処置。 

   エ 防災電話が有効に利用できるよう他所属(管財課）が所管する庁舎用電話交換機 
  との接続に関する協議・調整を確実に行うこと。 

   オ 他所属(管財課）が所管する県庁内線電話から不在転送機能により，防災電話に 
  転送できるように設定・調整を行うこと。 

   カ 消防防災回線については，消防庁からの一斉指令受令端末等を設置しているこ 

  とから，保守点検の際は必要に応じて消防庁との調整を確実に実施すること。 
保守点検項目は別表４のとおりとする。 

 
（経費負担） 
11 保守業務に要する資材のうち，下記内容は乙の負担とし，他の資材については甲の 

負担とする。 
 (1) 交換機及び付属機器，中継台のヒューズ，ランプ類。 
 (2) 電源装置のヒューズ，ランプ類。 
 (3) 本配線盤及び中間配線盤のジャンパ線。 
 (4) 配線のカットウチ線，ワイヤープロテクター及び付属品，ビニールテープ，両 
  面テープ。 

 (5) 保守点検及び障害修理等の報告用紙，ウエス，機器注油用油脂類，保守用工具， 
 測定器具類。ただし，機器付属の工具及び試験測定器具は除く。 

 
（書類整備） 
12 乙は，保守業務に必要とする電話番号表，線路番号表，端子番号表，幹線系統図， 

配置図等を完成図書に記録し，常に整備しておくものとする。 
 
（在庫管理） 
13 技術者は，甲より支給される保守用資材の在庫量を把握し，資材に不足を生じない 

よう管理するものとする。 

 
（保守用回線） 
14 保守管理業務に必要な局線及び内線電話は甲が整備し，保守点検業務上必要な通話 

料は甲が負担する。 
 
（その他） 

15 本システムは，令和 6 年度から衛星系の再整備工事を実施しているため，必要に応
じて工事受注者と調整や協力を行い，システムの運用に支障がないようにすること。 

 



（別表１）

機関名

統制局 1 鹿児島県庁

1 鹿児島地域振興局

2 南薩地域振興局

3 北薩地域振興局

4 姶良・伊佐地域振興局

5 大隅地域振興局

6 熊毛支庁 西之表市西之表７５９０

7 大島支庁 奄美市名瀬永田町１７－３

8 屋久島事務所 熊毛郡屋久島町安房字磯道上６５０

9 瀬戸内事務所 大島郡瀬戸内町古仁屋船津３６

10 喜界事務所 大島郡喜界町大字赤連字山水２９０１ー１４

11 徳之島事務所 大島郡徳之島町亀津栄新町７２１６

12 沖永良部事務所 大島郡和泊町字手々知名畠１３３

13 甑島支所 薩摩川内市上甑町中甑４８５－３

14 伊佐駐在 伊佐市大口里字立神５３－１

15 出水駐在 出水市昭和町１８－１８

16 日置駐在 日置市伊集院町下谷口１９６０－１

17 指宿駐在 指宿市十二町３０１

18 曽於駐在 曽於市大隅町岩川５６７７

（１８）

保守点検設備設置場所一覧

設置場所

住　　　　　所

鹿児島市鴨池新町１０－１

鹿児島市小川町３－５６

局 名 等

県
　
出
　
先
　
機
　
関

南さつま市加世田東本町８－１３

薩摩川内市神田町１－２２

姶良市加治木町諏訪町１２

鹿屋市打馬２－１６－６



（別表２）

No. 機　器　名
局名

概略仕様

1 IP防災交換機 1 1 2
保守ｺﾝｿｰﾙ、ﾄﾗﾌｨｯｸ集計
装置含む

2 統制台 1 1

3 防災IP-GW（LD） 1 1 1 3

4 防災IP-GW（OD） 2 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 27

5 IP電話 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 32

6 ゲートウェイ付加装置 0

7 PHS基地局 ＰＨＳ 22 22

8 PHS子機 ＰＨＳ 60 60

9 無線電話機(アナログ) 2W 31 9 40

10 保守員庁舎勤務 52 52 人工

11 配線盤確認 主配線盤 1 1 2

12 配線盤確認 中間配線盤 1 1 2

13 自公接続，公自接続の確認 1 1 2

14 消防回線 一斉指令等 1 1

15 部品交換メーカサポート費 1 1 2

16 図書類・予備品の確認 1 1

保守点検対象一覧表（防災電話交換システム）

県
庁
統
制
局

無線中継局 地域振興局・支庁 県出先機関

数
量
合
計

湯
湾
岳

永
田
山

髙
知
山

中
甑

天
堂

ヶ
尾

猪
鹿
倉

宮
田
山

鹿
児
島
振
興
局

南
薩
地
域
振
興
局

備　　　考尾
巡
山

国
見
山

惣
陣

ヶ
丘

浅
谷

紫
尾
山

牟
礼

ヶ
岡

長
屋
山

屋
敷
平

熊
野

大
山

徳
之
島

井
之
川
岳

百
之
台

長
城

瀬
戸
内
事
務
所

北
薩
地
域
振
興
局

姶
良
・

伊
佐
地
域
振
興
局

大
隅
地
域
振
興
局

熊
毛
支
庁

大
島
支
庁

屋
久
島
事
務
所

日
置
駐
在

指
宿
駐
在

曽
於
駐
在

喜
界
事
務
所

徳
之
島
事
務
所

沖
永
良
部
事
務
所

甑
島
支
所

伊
佐
駐
在

出
水
駐
在



別表（３） 

点検項目及び基準 

※交換機の日常点検は，常駐日に適宜実施すること。 

   装 置 名 等 点 検 ・ 試 験 項 目  基 準   備     考 

 

 

 

交 

 

 

換 

 

 

機 

 

 

 

 

中 央 制 御 装 置 

シ ス テ ム 制 御 装 置 

デ ー タ 制 御 装 置 

記 憶 装 置 

 

１式 

 

 

 外観点検  日 常  システム監視 

 各種機能動作試験 

 自動切り替え試験 

 ファイルの確認 

 

 １ 回 

 

 局,内線デｰﾀの変更(必要の都度) 

 

 

局 デ ｰ ﾀ バ ｯ ｸ ｱ ｯ プ １式  局データの出力保存  １ 回  

実 装 パ ッ ケ ー ジ 

 

１式 

 

 外観点検  日 常  

 各種機能動作試験  日 常 機械による自動試験 

保 管 パ ッ ケ ー ジ １式  各種機能動作試験  １ 回 機械による自動試験 

 信 号 装 置 １式  各種可聴信号音の確認  １ 回  

 各 架 警 報 表 示 １式  各種警報動作試験  １ 回  

 障 害 表 示 

 

 

１式 

 

 パッケージの障害表示の確認 

 アラーム種別の確認 

 システムアラーム表示の確認 

 

 １ 回 

 

疑似障害による 

自動試験 

 

自 公 接 続 ・ 公 自 接 続 確 認 １式 公衆網との接続確認   １ 回  

 付 

 属 

 装 

 置 

 統 制 台 

 

１式 

 

 外観点検 

 各種機能動作試験 

 日 常 

 １ 回 

  

 

 保 守 管 理 装 置 

  

１式 

  

 各種機能動作試験 

 ディスプレイ表示の確認 

 １ 回 

   

ﾄﾗﾋｯｸデｰﾀ打ち出し月１回 

デｰﾀ入力,変更は必要な都度 

 

 構 

 

 

 内 

 

 主 配 線 盤 

 

 

１式 

 

 

 外観点検  日 常  

 

 

 自公接続・公自接続確認   １ 回 

 精密点検   １ 回 

 中 間 配 線 盤 

 

１面 

 

 外観点検  日 常  

  精密点検   １ 回 

 内 線 電 話 機 １式  外観点検  適 宜  

 配 線 １式  外観点検  適 宜  

 

 清 

 

 掃 

 

 交 換 機 架 内 ， 外 部 

 中 継 台 内 部 

 付 属 設 備 内 ， 外 部 

 電 源 装 置 内 ， 外 部 

 

１式 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 回 

 

 

 

 

 

 

 機 械 室 等 の 床    日 常  

   予 備 品 ， 工 具   員数点検，整頓  日 常  



別表4

点検者

実施日

１．消防回線（一斉指令等）：6F危機管理防災局

点検機器 実施 備考

機器状態確認 良　・　否 ログ確認

　・各リンクランプの目視確認 良　・　否

　・各ステータスランプの目視確認 良　・　否

　・各種ケーブル接続の目視確認 良　・　否

2 機器清掃/FANが確実に回転しているか確認 良　・　否

3 画面表示状態の確認 良　・　否

4 キーボード入力動作 良　・　否

5 マウス動作 良　・　否

6 ハードディスク動作 良　・　否

7 外装状況、取付確認 良　・　否

点検機器 実施 備考

機器状態確認

　・各リンクランプの目視確認 良　・　否

　・各ステータスランプの目視確認 良　・　否

2 機器清掃 良　・　否

3 各部スイッチによる機能確認 良　・　否

4 印字品質の確認 良　・　否

5 単体テストによる動作確認 良　・　否

6 外装状況、取付確認 良　・　否

点検機器 実施 備考

機器状態確認

　・各リンクランプの目視確認 良　・　否

　・各ステータスランプの目視確認 良　・　否

2 機器清掃 良　・　否

3 外装状況、取付確認 良　・　否

受令装置

1

点検項目一覧表

鹿児島県庁

点検項目

点検項目

プリンタ

1

点検項目

L2SW

1
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